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記 者 会 見 資 料 

令和 6 年 5 月 27 日 

 

 

 

 

1 子どもワークショップ「子ども会議」の開催 
市では現在「西東京市子育ち・子育てワイワイプラン」（令和７年度～令和 16

年度）の策定に取り組んでいます。策定にあたり、当事者である子どもの意見を

計画に反映するため、子ども自身が子ども施策について考える機会としてワー

クショップ「子ども会議」を開催します。 

 

（1）日時 

ア ７月 14 日（日）：事前学習 

イ ８月３日（土）：子ども会議（グループワーク） 

安心して過ごせる居場所や、身の回りの生活に関して「こんなことがあ

ったらいいな」「どうしたらできるかな」を考えます。 

ウ ８月４日（日）：子ども会議 宣言 

各グループの発表を全員で共有します。 

    ※各日、午前 10時から正午まで ※３回連続講座 

  

（２）会場 武蔵野大学武蔵野キャンパス 

 

（３）対象 小学生（４年生以上）20人、中学生・高校生世代 25人 

      

（４）申込 6月 17 日（月）までに申込フォームから 

 

（５）協力 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 

      「子ども会議」の企画と準備のほか、ワークショップ当日も子ども

の考えや意見表明のサポートとして参加していただきます。 

 

【問い合わせ先】子育て支援部 子育て支援課（TEL：042-460-9841） 

 

 

 

西東京市 

子どもがど真ん中 
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保護者

スマートフォン等

から注文・決済

弁当事業者

学童クラブまで配達

学童クラブ

お弁当を配布

2 学童クラブ環境の充実 

学童クラブの入会児童数増加への対応のため、放課後や夏休み等に学校の教

室を一時的に利用するタイムシェアの試行を開始しました。 

また、保護者の負担軽減のため、公営学童クラブにおいて宅配弁当サービス

を実施します。 

 

（1）事業概要 

ア タイムシェアの試行実施 

放課後や夏休み等の学校の授業等で使用しない時間帯において、学校の教室

等を学童クラブとして一時利用（タイムシェア）することにより、子ども達が

過ごしやすい環境を整えます。 

・保谷小学校（本町学童クラブ）…令和６年４月から 

・柳沢小学校（田無柳沢学童クラブ）…令和６年夏休みから 

・明保中学校（東学童クラブ）…令和６年夏休みから 

イ 公営学童クラブにおける宅配弁当サービスの実施 

保護者の方の負担軽減のため、夏休み・冬休み・春休みに公営学童クラブに

おいて、宅配弁当サービスを実施します。 

・令和６年夏休みから実施、１食あたり 400円を予定 

≪ご利用の流れ≫ 

  

 

 

 

【問い合わせ先】子育て支援部 児童青少年課（TEL：042-460-9843） 

 
3 小児インフルエンザワクチンの接種費用の一部を補助 
昨年は季節性インフルエンザが猛威を振るい、多くの患者が発生しました。 

 子育て支援の観点から、2 回接種が必要な 13 歳未満の子どもの保護者の負

担軽減のため、インフルエンザワクチンの接種費用の一部補助を開始します。 

なお、本事業は補正予算成立後に実施する予定です。 

 

（１） 対象者 生後６か月～12歳 

（２） 補助額 １回の接種につき 2,000 円 

（３） 接種期間 10月１日～令和７年１月 31日 

（４） 補正予算額（案） 4,249万 8千円 

 

【問い合わせ先】健康福祉部 健康課（TEL：042-438-4021） 
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4 子どもの文化芸術事業補助金の申請受付を開始します 

子どもが対象の文化芸術事業実施に伴う経費の一部を補助する制度を創設し、

将来の文化芸術の担い手となる子どもの文化芸術活動の場や機会の充実を図り

ます。また、本事業はネーミングライツ料の一部を充当した文化振興基金を財源

としています。 

 

（１） 補助対象事業 

広く市民に公開する子ども向け、または子どもの発表機会となる文化 

芸術事業（対象期間：令和６年 4月１日～令和７年３月 31日） 

※営利目的や対象者が限られるなど、補助対象外となる事業あり 

 

（２） 補助対象者 

【個人】市内に在住、在勤若しくは在学をする 18歳以上の個人 

【団体】次の全ての要件を満たす団体 

①市内に事務所又は活動の拠点を有する団体であること 

②団体の規約等有し、代表者及び所在地が明らかであること 

③会計経理が明確であること 

④国、地方公共団体、独立行政法人その他の公法人等でないこと 

 

（３） 補助額等（１事業あたり） 

予算の範囲内で補助対象経費の 1/2の額とし、上限 20 万円 

※予算額を超える申請があった場合には、予算の範囲内で按分 

※申請者への補助金の交付は、１年度につき１回 

※当該補助金以外の助成等の収入は控除 

 

（４） 主な補助助対象経費 

謝金、賃金、消耗品費、材料費、印刷製本費、通信・運搬費、など 

 

（５） 申請期間 

6月３日（月）～ 令和７年１月 31日（金） 

※すでに補助対象事業が終了している場合も、要件を満たせば申請可 

 

【問い合わせ先】生活文化スポーツ部 文化振興課（TEL：042-420-2817） 

 


